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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親水性流体成分と超臨界状態または亜臨界状態の疎水性流体成分とが互いの溶解度を超
えて混合され、前記親水性流体成分を主成分とする画分と、前記疎水性流体成分を主成分
とする画分とからなる二つの画分を形成してなる高圧混合流体を、標的物質を含有する固
形の被処理物に接触させて、該被処理物に含まれる標的物質を前記親水性流体成分または
前記疎水性流体成分の少なくとも一方に抽出する工程と、
　前記高圧混合流体から、前記親水性流体成分を主成分とする画分と前記疎水性流体成分
を主成分とする画分とを分取する工程と、
　少なくとも一方の前記画分から、前記標的物質を分離する工程と
を含むことを特徴とする標的物質抽出方法。
【請求項２】
　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分のうち、いずれか一方の流体成分に前記被処
理物を浸漬させて浸漬液を得、該浸漬液に他方の流体成分を混合することによって、前記
被処理物を前記高圧混合流体に接触させる請求項１に記載の標的物質抽出方法。
【請求項３】
　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分のうち、いずれか一方の流体成分に、他方の
流体成分を小泡状に供給して前記高圧混合流体を形成する請求項１または２に記載の標的
物質抽出方法。
【請求項４】
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　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分とを向流で供給して前記高圧混合流体を形成
する請求項１から３のいずれかに記載の標的物質抽出方法。
【請求項５】
　前記親水性流体成分として、水、メタノール、エタノールから選択される少なくとも一
種を使用し、前記疎水性流体成分として、二酸化炭素、亜酸化窒素、プロパンから選択さ
れる少なくとも一種を使用する請求項１から４のいずれかに記載の標的物質抽出方法。
【請求項６】
　標的物質を含有する固形の被処理物と、親水性流体成分と、超臨界状態または亜臨界状
態の疎水性流体成分とを収容して、前記被処理物から標的物質を抽出するための抽出槽と
、
　前記抽出槽から、前記親水性流体成分を主成分とする画分を分取する親水性流体分取手
段と、
　前記抽出槽から、前記疎水性流体成分を主成分とする画分を分取する疎水性流体分取手
段と、
　前記親水性流体分取手段にて分取された画分から、前記標的物質を分離する第一分離器
と、
　前記疎水性流体分取手段にて分取された画分から、前記標的物質を分離する第二分離器
と
を備えることを特徴とする標的物質抽出装置。
【請求項７】
　標的物質を含有する固形の被処理物と、親水性流体成分と、超臨界状態または亜臨界状
態の疎水性流体成分とを収容して、前記被処理物から標的物質を抽出するための抽出槽と
、
　前記抽出槽から、前記親水性流体成分を主成分とする画分を分取する親水性流体分取手
段と、
　前記抽出槽の上方部に接続された流体排出路と、
　前記抽出槽から排出された流体を蓄える高圧分離器と、
　前記高圧分離器の上方部に接続されて、前記疎水性流体成分を主成分とする画分を分取
する疎水性流体分取路と、
　前記親水性流体分取手段にて分取された画分から、前記標的物質を分離する第一分離器
と、
　前記疎水性流体分取路から分取された画分から、前記標的物質を分離する第二分離器と
を備えることを特徴とする標的物質抽出装置。
【請求項８】
　前記親水性流体成分を蓄える親水性流体成分貯留槽と、
　該親水性流体成分貯留槽から前記親水性流体成分を前記抽出槽に供給する親水性流体成
分供給手段と、
　前記疎水性流体成分を蓄える疎水性流体成分貯留槽と、
　該疎水性流体成分貯留槽から前記疎水性流体成分を前記抽出槽に供給する疎水性流体成
分供給手段と
を備え、前記親水性流体成分供給手段と前記疎水性流体成分供給手段が、前記親水性流体
成分と前記疎水性流体成分とが前記抽出槽内に向流で供給されるように備えられた請求項
６または７に記載の標的物質抽出装置。
【請求項９】
　前記親水性流体成分供給手段は、親水性流体成分を抽出槽の上方部から下方部へ供給す
るように、
　前記疎水性流体成分供給手段は、疎水性流体成分を抽出槽の下方部から上方部へ供給す
るように、
　前記親水性流体分取手段は、前記抽出槽の下方部から前記親水性流体成分を主成分とす
る画分を分取するように接続されたものである請求項８に記載の標的物質抽出装置。
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【請求項１０】
　前記疎水性流体分取手段は、前記抽出槽の上方部から前記疎水性流体成分を主成分とす
る画分を分取するように接続されたものである請求項６に記載の標的物質抽出装置。
【請求項１１】
　前記抽出槽が、該抽出槽の内部に、前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分の少なく
とも一方を小泡状に分散させる多孔質板を備える請求項６から１０のいずれかに記載の標
的物質抽出装置。
【請求項１２】
　分取された画分の少なくとも一部を前記抽出槽に供給する循環手段を備える請求項６か
ら１１のいずれかに記載の標的物質抽出装置。
【請求項１３】
　前記第二分離器で、前記標的物質と分離された前記疎水性流体成分を凝縮して、該疎水
性流体成分を前記疎水性流体成分貯留槽に還元する凝縮器を備える請求項６から１２のい
ずれかに記載の標的物質抽出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固形の被処理物から標的物質を抽出する抽出方法、及び抽出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天然農産物等に含まれる有用成分を抽出したり、あるいは、天然農産物等に含まれる残
留農薬成分を除去する方法として、天然農産物等を超臨界状態あるいは亜臨界状態（以下
、これらの状態を単に「臨界状態」という場合がある。）の二酸化炭素で処理する方法が
開示されている（例えば、特許文献１から３参照）。
【０００３】
　二酸化炭素は、ほぼ室温付近においても、圧力を調節することによって、気体の性質（
拡散性）と液体の性質（溶解性）を併せ持つ、臨界流体としての性質を示す。また、臨界
状態の二酸化炭素は、温度と圧力を調整することによりガス化して容易に除去することが
できる。さらに、二酸化炭素は化学的に不活性で、毒性もない。このため、二酸化炭素は
、特に食品素材からの有用成分や残留農薬成分を抽出する抽出溶媒として好適に用いられ
てきた。
【０００４】
　その一方で、臨界状態の二酸化炭素は、疎水性物質、特に精油分や分子量の低い脂質類
等に対しては比較的高い溶解性を示すものの、親水性物質に対しては十分な溶解性を示す
ことができない。特に、天然農産物等の中に含まれる薬効のある成分の多くは、その天然
農産物中で糖等の親水性物質と結合していることから、これらの成分を高収率で抽出する
ことができない。また、疎水性を示す物質であっても、例えばカロチノイド類（キサント
フィル、カロチン、クルクミン等）のように分子量が大きい物質には、十分な溶解性を示
すことができない。
【０００５】
　そこで、これらの問題を解決するために、上記特許文献１から３に記載される従来方法
においては、臨界状態の二酸化炭素に水や低級アルコール（メタノール、エタノール等）
などの極性調整物（以下、「エントレーナー」という。）を添加して、臨界状態の二酸化
炭素の極性を改質する方法が採用されてきた。
【特許文献１】特許第３０１００９９号公報
【特許文献２】特許第２６６９３０４号公報
【特許文献３】特開２００１－８６５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、臨界状態の二酸化炭素へのエントレーナーの添加によって、薬効のある
成分や親水性物質、あるいは分子量の大きな有用成分に対する臨界状態の二酸化炭素の溶
解度を向上させることはできるが、逆に、疎水性物質に対する溶解度が低下する。したが
って、これら親水性物質と疎水性物質の両方の有用成分等を天然農産物から得るためには
、別途の抽出工程を必要とした。
【０００７】
　本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたものであり、天然農産物等の被処
理物から標的物質を抽出する抽出方法、及び抽出装置であって、別途の抽出工程を要する
ことなく、被処理物から親水性の標的物質と疎水性の標的物質とを別々に、かつ高純度で
抽出することができる抽出方法、及び抽出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の標的物質抽出方法は、親水性流体成分と超臨界状態または亜臨界状態の疎水性
流体成分とが互いの溶解度を超えて混合されてなる高圧混合流体を、標的物質を含有する
固形の被処理物に接触させて、該被処理物に含まれる標的物質を前記親水性流体成分また
は前記疎水性流体成分の少なくとも一方に抽出する工程と、前記高圧混合流体から、前記
親水性流体成分を主成分とする画分と前記疎水性流体成分を主成分とする画分とを分取す
る工程と、少なくとも一方の前記画分から、前記標的物質を分離する工程とを含むことを
特徴とする。
【０００９】
　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分のうち、いずれか一方の流体成分に前記被処
理物を浸漬させて浸漬液を得、該浸漬液に他方の流体成分を混合することによって、前記
被処理物を前記高圧混合流体に接触させることが好ましい。
【００１０】
　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分のうち、いずれか一方の流体成分に、他方の
流体成分を小泡状に供給して前記高圧混合流体を形成することが好ましい。
【００１１】
　前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分とを向流で供給して前記高圧混合流体を形成
することが好ましい。
【００１２】
　前記親水性流体成分として、水、メタノール、エタノールから選択される少なくとも一
種を使用し、前記疎水性流体成分として、二酸化炭素、亜酸化窒素、プロパンから選択さ
れる少なくとも一種を使用することが好ましい。
【００１３】
　本発明の標的物質抽出装置は、標的物質を含有する固形の被処理物と、親水性流体成分
と、超臨界状態または亜臨界状態の疎水性流体成分とを収容して、前記被処理物から標的
物質を抽出するための抽出槽と、前記抽出槽から、前記親水性流体成分を主成分とする画
分を分取する親水性流体分取手段と、前記抽出槽から、前記疎水性流体成分を主成分とす
る画分を分取する疎水性流体分取手段と、前記親水性流体分取手段にて分取された画分か
ら、前記標的物質を分離する第一分離器と、前記疎水性流体分取手段にて分取された画分
から、前記標的物質を分離する第二分離器とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の標的物質抽出装置は、標的物質を含有する固形の被処理物と、親水性流
体成分と、超臨界状態または亜臨界状態の疎水性流体成分とを収容して、前記被処理物か
ら標的物質を抽出するための抽出槽と、前記抽出槽から、前記親水性流体成分を主成分と
する画分を分取する親水性流体分取手段と、前記抽出槽の上方部に接続された流体排出路
と、前記抽出槽から排出された流体を蓄える高圧分離器と、前記高圧分離器の上方部に接
続されて、前記疎水性流体成分を主成分とする画分を分取する疎水性流体分取路と、前記
親水性流体分取手段にて分取された画分から、前記標的物質を分離する第一分離器と、前
記疎水性流体分取路から分取された画分から、前記標的物質を分離する第二分離器とを備
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えることを特徴とする。
【００１５】
　前記親水性流体成分を蓄える親水性流体成分貯留槽と、該親水性流体成分貯留槽から前
記親水性流体成分を前記抽出槽に供給する親水性流体成分供給手段と、前記疎水性流体成
分を蓄える疎水性流体成分貯留槽と、該疎水性流体成分貯留槽から前記疎水性流体成分を
前記抽出槽に供給する疎水性流体成分供給手段とを備え、前記親水性流体成分供給手段と
前記疎水性流体成分供給手段が、前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分とが前記抽出
槽内に向流で供給されるように備えられることが好ましい。
【００１６】
　前記親水性流体成分供給手段は、親水性流体成分を抽出槽の上方部から下方部へ供給す
るように、前記疎水性流体成分供給手段は、疎水性流体成分を抽出槽の下方部から上方部
へ供給するように、前記親水性流体分取手段は、前記抽出槽の下方部から前記親水性流体
成分を主成分とする画分を分取するように接続されることが好ましい。
【００１７】
　前記疎水性流体分取手段は、前記抽出槽の上方部から前記疎水性流体成分を主成分とす
る画分を分取するように接続されることが好ましい。
【００１８】
　前記抽出槽が、該抽出槽の内部に、前記親水性流体成分と前記疎水性流体成分の少なく
とも一方を小泡状に分散させる多孔質板を備えることが好ましい。
【００１９】
　分取された画分の少なくとも一部を前記抽出槽に供給する循環手段を備えることが好ま
しい。
【００２０】
　前記第二分離器で、前記標的物質と分離された前記疎水性流体成分を凝縮して、該疎水
性流体成分を前記疎水性流体成分貯留槽に還元する凝縮器を備えることが好ましい。
【００２１】
　なお、本明細書において用いられる「流体」とは、気体及び液体、あるいは超臨界状態
や亜臨界状態の流体を総称したものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の抽出方法、及び抽出装置によれば、単一の抽出操作によって、被処理物に含ま
れる種々の標的物質を、親水性の標的物質と疎水性の標的物質とに分離しながら得ること
ができる。また、標的物質の抽出効率を高めることができる。さらに、親水性流体成分の
画分から得られる標的物質、及び、疎水性流体成分の画分から得られる標的物質の純度を
高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の標的物質抽出方法は、親水性流体成分と超臨界状態または亜臨界状態の疎水性
流体成分とが互いの溶解度を超えて混合されてなる高圧混合流体を、標的物質を含有する
固形の被処理物に接触させて、被処理物に含まれる標的物質を親水性流体成分または疎水
性流体成分の少なくとも一方に抽出する工程と、高圧混合流体から、親水性流体成分を主
成分とする画分と疎水性流体成分を主成分とする画分とを分取する工程と、少なくとも一
方の画分から、標的物質を分離する工程とを含んで構成される。以下、各工程について詳
述する。
【００２４】
　本発明の抽出方法で処理される被処理物としては、標的物質を含有する固形の被処理物
であれば特に限定されるものではなく、以下のものを挙げることができる（（ａ）は被処
理物に含有される親水性の標的物質を示す。（ｂ）は被処理物に含有される疎水性の標的
物質を示す）。
高麗人参根；（ａ）多糖類、ジンセノサイド、（ｂ）農薬類（プロシミドン、ベンゼンヘ
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キサクロライド（以下、ＢＨＣという場合がある。））
黒人参根；（ａ）アントシアニン、（ｂ）農薬
ポンカン果皮；（ａ）ノビレチン、（ｂ）農薬（メチダチオン）
マリアアザミ；（ａ）シリマリン、（ｂ）農薬（マラチオン、パラチオン）
コーヒー生豆；（ａ）ポリフェノール類、（ｂ）カフェイン
プロポリス；（ａ）アミノ酸、ミネラル類、有機酸、（ｂ）テルペノイド類、フラボノイ
ド
植物種子；（ａ）リン脂質、（ｂ）中性脂質
芍薬；（ａ）ペオニフロリン（鎮痛効果）、（ｂ）脂溶性成分（抗炎症効果）
【００２５】
　本発明の抽出方法で処理される被処理物は、高圧混合流体中の親水性流体成分、及び臨
界状態の疎水性流体成分との接触面積を大きくするために、所定の大きさに粉砕されてい
ることが好ましい。具体的には、被処理物の粒径は、２０μｍ以上であることが好ましく
、４０μｍ以上であることがより好ましく、５０μｍ以上であることがさらに好ましい。
被処理物の粒径が２０μｍよりも小さい場合には、被処理物のハンドリング性が悪くなる
場合がある。また、被処理物の粒径は、５００μｍ以下であることが好ましく、３００μ
ｍ以下であることがより好ましく、２５０μｍ以下であることがさらに好ましい。被処理
物の粒径が５００μｍよりも大きい場合には、被処理物を十分に親水性流体成分、及び臨
界状態の疎水性流体成分と接触させることができずに、被処理物からの標的物質の抽出を
十分に行うことができない場合がある。
【００２６】
　本発明の抽出方法における高圧混合流体は、被処理物をこの高圧混合流体と接触させて
被処理物に含まれる標的物質を抽出するために、親水性液体成分と臨界状態の疎水性流体
成分とから構成されていれば、いかなる態様で形成されてもよい。例えば、親水性液体成
分と臨界状態の疎水性流体成分とを混合して形成してもいいことは勿論、親水性気体成分
と未臨界状態の疎水性流体成分とを混合して混合流体を得、得られた混合流体を高圧にし
て親水性液体成分と臨界状態の疎水性流体成分との混合流体に変えることによって形成し
てもよい。また、親水性気体成分と臨界状態の疎水性流体成分とを混合して混合流体を得
、得られた混合流体を高圧にして、親水性液体成分と臨界状態の疎水性流体成分との混合
流体に変えることによって形成してもよい。あるいは、親水性液体成分と未臨界状態の疎
水性流体成分とを混合して混合流体を得、得られた混合流体を高圧にして、親水性液体成
分と臨界状態の疎水性流体成分との混合流体に変えることによって形成してもよい。
【００２７】
　本発明の抽出方法において、被処理物を高圧混合流体と接触させる方法は、被処理物が
、高圧混合流体を構成する親水性流体成分、及び臨界状態の疎水性流体成分と十分に接触
することができれば特に限定されるものではなく、予め形成された高圧混合流体中に被処
理物を投入する等して、高圧混合流体中に被処理物を浸漬する態様や、親水性流体成分と
臨界状態の疎水性流体成分とを別々に同時に被処理物に供給して行う態様、あるいは、一
方の流体成分に被処理物を浸漬し、ここに他方の流体成分を混合する態様を挙げることが
できる。好ましくは、被処理物を親水性液体に浸漬して浸漬液を得、次いでこの浸漬液に
臨界状態の疎水性流体を混合する態様、あるいは、被処理物を臨界状態の疎水性流体に浸
漬して浸漬液を得、次いでこの浸漬液に親水性液体を混合する態様である。
【００２８】
　被処理物を高圧混合流体と接触させる方法が、両方の流体成分をそれぞれ別々に同時に
被処理物に供給したり、一方の流体成分に被処理物を浸漬し、次いでここに他方の流体成
分を混合することによって行われる場合には、互いの流体成分が向流するように供給され
ることが好ましい。かかる供給は、例えば、一方の流体成分を被処理物の一方側から供給
し、他方の流体成分を被処理物の他方側から供給することによって行うことができる。こ
れにより、高圧混合流体中で互いの流体成分を十分に混合することができる。
【００２９】
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　また、被処理物を高圧混合流体と接触させる方法が、両方の流体成分をそれぞれ別々に
同時に被処理物に供給したり、一方の流体成分に被処理物を浸漬し、次いでここに他方の
流体成分を混合することによって行われる場合には、少なくとも一方の流体成分が小泡状
に供給されることが好ましい。かかる供給は、例えば流体成分を多孔質板に通過させたり
、流体成分を間欠的に供給したりすることによって行うことができる。これにより、互い
の流体成分の接触面積を大きくすることができる。
【００３０】
　本発明の抽出方法における高圧混合流体は、親水性流体成分が臨界状態の疎水性流体成
分の溶解度を超えて混合され、また、臨界状態の疎水性流体成分が親水性流体成分の溶解
度を超えて混合されて構成される。そして、親水性流体成分を主成分とする画分と、疎水
性流体成分を主成分とする画分とからなる二つの画分を形成している。なお、親水性流体
成分を主成分とする画分と、疎水性流体成分を主成分とする画分とは、両者の密度の相違
により各々が層をなす場合が多い。以下、親水性流体成分を主成分とする画分の層を親水
性流体層といい、疎水性流体成分を主成分とする画分の層を疎水性流体層という場合があ
る。
【００３１】
　高圧混合流体中における親水性流体成分を主成分とする画分と疎水性流体成分を主成分
とする画分の割合は、親水性流体成分と疎水性流体成分との混合比のみならず、親水性流
体成分と疎水性流体成分の特性や、高圧混合流体を維持する圧力や温度によっても変動す
るものであるが、各画分から標的物質を抽出できれば特に限定されるものではない。例え
ば、親水性流体成分を連続相とし、疎水性流体成分を分散相とした場合は、親水性流体成
分を主成分とする画分の割合が６０～９９％、疎水性流体成分を主成分とする画分の割合
が１～４０％で構成されることが好ましく、親水性流体成分を主成分とする画分の割合が
７０～９５％、疎水性流体成分を主成分とする画分の割合が５～３０％で構成されること
がより好ましい。親水性流体成分を主成分とする画分の割合が６０％未満では、被処理物
に含まれる標的物質のうち、親水性の標的物質を親水性流体成分中に十分に抽出すること
ができない。また、親水性流体成分を主成分とする画分の割合が９９％より高い場合には
、必然的に疎水性流体成分を主成分とする画分の割合が低下することから、被処理物に含
まれる標的物質のうち、疎水性の標的物質を疎水性流体成分中に十分に抽出することがで
きない場合がある。
【００３２】
　また、疎水性流体成分を連続相として用い、親水性流体成分を分散相として用いる場合
には、疎水性流体成分を主成分とする画分の割合が６０～９９％、親水性流体成分を主成
分とする画分の割合が１～４０％で構成されることが好ましく、疎水性流体成分を主成分
とする画分の割合が７０～９５％、親水性流体成分を主成分とする画分の割合が５～３０
％で構成されることがより好ましい。疎水性流体成分を主成分とする画分の割合が６０％
未満では、被処理物に含まれる標的物質のうち、疎水性の標的物質を疎水性流体成分中に
十分に抽出することができない。また、疎水性流体成分を主成分とする画分の割合が９９
％より高い場合には、必然的に親水性流体成分を主成分とする画分の割合が低下すること
から、被処理物に含まれる標的物質のうち、親水性の標的物質を親水性流体成分中に十分
に抽出することができない場合がある。
【００３３】
　本発明の抽出方法における高圧混合流体は、１ＭＰａ以上に維持されていることが好ま
しく、５ＭＰａ以上に維持されていることがより好ましい。１ＭＰａより低い場合には、
高圧混合流体中で、疎水性流体成分の臨界状態を維持できない場合がある。また、１００
ＭＰａ以下に維持されることが好ましく、９０ＭＰａ以下に維持されることがより好まし
い。１００ＭＰａより高くしても、親水性流体成分、及び／又は疎水性流体成分に対する
標的物質の溶解性は左程向上しない。
【００３４】
　本発明の抽出方法における高圧混合流体は、５℃以上に維持されることが好ましく、２



(8) JP 4113230 B2 2008.7.9

10

20

30

40

50

０℃以上に維持されることがより好ましい。５℃より低い場合には、被処理物からの標的
物質の抽出速度が低下する場合がある。また、１００℃以下に維持されることが好ましく
、９０℃以下に維持されることがより好ましい。１００℃より高い場合には、被処理物に
含まれる標的物質が熱変性を起こす場合がある。
【００３５】
　本発明の抽出方法において、被処理物を高圧混合流体と接触させることによって、被処
理物に親水性の標的物質のみが含まれている場合には、この親水性の標的物質は主として
親水性流体成分中に抽出することができる。また、被処理物に疎水性の標的物質のみが含
まれている場合には、この疎水性の標的物質は主として臨界状態の疎水性流体成分中に抽
出することができる。あるいは、被処理物に親水性の標的物質と疎水性の標的物質とが含
まれる場合には、親水性の標的物質は主として親水性流体成分中に抽出することができ、
疎水性の標的物質は主として臨界状態の疎水性流体成分中に抽出することができる。
【００３６】
　本発明において、高圧混合流体から親水性流体成分を主成分とする画分と疎水性流体成
分を主成分とする画分とを分取する工程における、その分取方法は特に限定されるもので
はない。例えば、高圧混合流体に形成される、親水性流体層と疎水性流体層との界面の上
方の画分を先ず抜き取り、次いで残された下方の画分を得て行うことができる。あるいは
、先ず界面の下方の画分を抜き取り、次いで残された上方の画分を得て行うことができる
。
【００３７】
　分取された画分から標的物質を分離する工程におけるその分離方法は、特に限定される
ものではないが、ここに溶解する標的物質を熱変性させずに分離することが好ましい。例
えば、分取された流体成分を減圧、加熱等してガス化し、ガス化した流体成分と標的物質
とを分離して行う方法を挙げることができる。なお、高圧混合流体から親水性成分を主成
分とする画分と、疎水性流体成分を主成分とする画分とを分取する工程におけるその分取
方法と、分取された画分から標的物質を分離する工程におけるその分離方法とが、同様の
化学的方法、物理的方法を利用したものであってもよい。
【００３８】
　なお、本発明の抽出方法で処理される被処理物は、通液性容器に収納した状態で処理さ
れることが好ましい。被処理物が粉砕されて用いられる場合には、被処理物を通液性容器
に収納することにより、被処理物のハンドリング性を高めることができる。
【００３９】
　本発明の抽出方法で用いる親水性流体成分、及び疎水性流体成分は、分取工程を簡便に
行うために、親水性流体成分と疎水性流体成分との密度の差が大きい組み合わせを選択す
る方が好ましい。さらに、疎水性流体成分は、比較的温和な条件で臨界状態になるもので
あることが好ましい。またさらに、本発明の抽出方法が、食品素材に対して行われる場合
があることを考慮する必要がある。
【００４０】
　このため、本発明の抽出方法は、親水性流体成分として、水、メタノール、エタノール
等の極性溶媒から選択される少なくとも一種を使用し、疎水性流体成分として、二酸化炭
素、亜酸化窒素、プロパン等の無極性あるいは弱極性流体から選択される少なくとも一種
を使用することが好ましい。特には、親水性流体成分として水を使用し、疎水性流体成分
として二酸化炭素を使用することが好ましい。水は食品素材に対して無害であること、及
び、二酸化炭素は毒性や可燃性も無く、また、比較的容易に臨界状態を得ることができ（
約３１℃、約７．３ＭＰａ）、さらに原料として安価であるからである。
【００４１】
　なお、本発明の抽出方法において、親水性流体成分として水を使用し、疎水性流体成分
として二酸化炭素を使用する場合には、これらの流体成分を混合してなる高圧混合流体は
３ＭＰａ以上に維持されることが好ましく、４ＭＰａ以上に維持されることがより好まし
い。高圧混合流体が３ＭＰａ未満で保持された場合には、高圧混合流体中で被処理物が凍
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結し、所望の抽出処理ができない場合がある。また、高圧混合流体は１００ＭＰａ以下に
維持されることが好ましく、９０ＭＰａ以下に維持されることがより好ましい。
【００４２】
　また、本発明の抽出方法において、親水性流体成分としてエタノールを使用し、疎水性
流体成分として二酸化炭素を使用する場合には、これらの流体成分を混合してなる高圧混
合流体は３ＭＰａ以上に維持されることが好ましく、４ＭＰａ以上に維持されることがよ
り好ましい。高圧混合流体が３ＭＰａ未満で保持された場合には、高圧混合流体中で被処
理物が凍結し、所望の抽出処理ができない場合がある。また、高圧混合流体は２０ＭＰａ
以下に維持されることが好ましく、１５ＭＰａ以下に維持されることがより好ましい。高
圧混合流体が２０ＭＰａを超えて保持される場合には、各流体成分の溶解度が上がって、
親水性流体層と疎水性流体層とを形成することができない場合がある。
【００４３】
　以上、本発明の標的物質抽出方法の実施態様を詳述したが、本発明は上述の実施態様に
限定されるものではなく、その他の態様でも実施し得るものである。
【００４４】
　本発明の抽出方法は、所定の時間、分取工程において疎水性流体成分を主成分とする画
分（以下、単に「疎水性流体成分の画分」という場合がある。）の分取を行うことなく、
親水性流体成分を主成分とする画分（以下、単に「親水性流体成分の画分」という場合が
ある。）のみを分取しながら、高圧混合流体中に親水性流体成分を新たに供給することに
よって、高圧混合流体中の親水性流体成分を入れ替えながら親水性流体成分への標的物質
の抽出と親水性流体成分の画分の分取とを行った後、最後に疎水性流体成分の画分を分取
して行ってもよい。あるいは、親水性流体成分の画分の分取を行うことなく、臨界状態の
疎水性流体成分の画分のみを分取しながら、高圧混合流体中に臨界状態の疎水性流体成分
を新たに供給することによって、高圧混合流体中の疎水性流体成分を入れ替えながら疎水
性流体成分への標的物質の抽出と疎水性流体成分の画分の分取とを行った後、最後に親水
性流体成分の画分を分取して行ってもよい。また、分取工程において親水性流体成分の画
分と臨界状態の疎水性流体成分の画分を分取しながら、高圧混合流体中に親水性流体成分
と臨界状態の疎水性流体成分とを新たに供給することによって、高圧混合流体中の親水性
流体成分と疎水性流体成分とを入れ替えながら、親水性流体成分への標的物質の抽出と親
水性流体成分の画分の分取、及び、疎水性流体成分への標的物質の抽出と疎水性流体成分
の画分の分取を行ってもよい。これにより、高圧混合流体を構成する親水性流体成分、及
び疎水性流体成分中の標的物質濃度が上がることが防がれることから、被処理物に含まれ
る標的物質の流体成分への抽出能が低下することを防ぐことができる。
【００４５】
　あるいは、本発明の抽出方法は、分取された流体成分の画分の少なくともいずれか一方
を分離工程に回すことなく、そのまま高圧混合流体中に再供給することによって行っても
よい。例えば、分取された親水性流体成分の画分の少なくとも一部を分離工程に回すこと
なく、そのまま高圧混合流体中に再供給することにより、（親水性流体成分の抽出能が低
下する場合があるものの）親水性流体成分の画分の標的物質濃度を上げることができる。
また、本発明の抽出方法における親水性流体成分の使用量を削減できる。さらに、親水性
流体成分に溶解して、親水性流体成分の画分の分取とともに高圧混合流体から消失する臨
界状態の疎水性流体成分量を抑えることができる。
【００４６】
　本発明の抽出方法は、親水性流体成分と疎水性流体成分とを混合してなる高圧混合流体
中で被処理物を処理するものであればよい。したがって、抽出目的によっては、かかる高
圧混合流体には、この混合流体を改質する改質剤が添加されてもよい。
【００４７】
　次に、本発明の標的物質抽出方法を好適に行うことができる、本発明の標的物質抽出装
置について説明する。
【００４８】
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　図１は、本発明の標的物質抽出装置の第一実施形態の構成を例示する説明図である。ま
た、図２は、本発明の標的物質抽出装置の第二実施形態の構成を例示する説明図である。
また、図３は、本発明の標的物質抽出装置の第三実施形態の構成を例示する説明図である
。
【００４９】
　図１に従えば、本発明の標的物質抽出装置１０ａは、被処理物を収容して、被処理物か
ら標的物質を抽出する抽出槽１２と、親水性流体成分を蓄える親水性流体成分貯留槽１４
と、疎水性流体成分を蓄える疎水性流体成分貯留槽１６と、一端が親水性流体成分貯留槽
１４に接続され、他端が抽出槽１２に接続される親水性流体成分供給路１８と、一端が疎
水性流体成分貯留槽１６に接続され、他端が抽出槽１２に接続される疎水性流体成分供給
路２０と、一端が抽出槽１２に接続されて親水性流体成分を主成分とする画分を分取する
親水性流体分取路２２と、一端が抽出槽１２に接続されて疎水性流体成分を主成分とする
画分を分取する疎水性流体分取路２４と、分取された親水性流体成分を主成分とする画分
から標的物質を分離する第一分離器２６と、分取された疎水性流体成分を主成分とする画
分から標的物質を分離する第二分離器２８と、を含んで構成される。
【００５０】
　以下、図１に例示した実施形態に基づいて、被処理物から標的物質を抽出するプロセス
を説明するが、ここで用いられる親水性流体成分と疎水性流体成分との組み合わせは、少
なくとも抽出槽１２内において一つの界面を形成し、また、親水性流体成分の密度が疎水
性流体成分に比して大きいものを選択している。したがって、抽出槽１２内の上方部に疎
水性流体層が形成され、下方部に親水性流体層が形成される。
【００５１】
　先ず、通液性容器（図示しない）に収納された被処理物が抽出槽１２内に収容される。
次いで、抽出槽１２内に、親水性流体成分供給路１８から親水性流体成分が供給され、ま
た、疎水性流体成分供給路２０から疎水性流体成分が供給される。ここで、疎水性流体成
分供給路２０から供給される疎水性流体成分は、少なくとも抽出槽１２内において臨界状
態となっている。また、親水性流体成分供給路１８から供給される親水性流体成分は、少
なくとも抽出槽１２内において親水性液体となっている。
【００５２】
　抽出槽１２内において疎水性流体成分を臨界状態とする方法は、特に限定されるもので
はないが、抽出槽１２内に未臨界状態の疎水性流体成分を供給して抽出槽１２内を加圧し
た後、抽出槽１２に備えられた温度調整手段３０によって抽出槽１２内の温度を調整して
、臨界状態に変えて行ってもよい。また、疎水性流体成分貯留槽１６から供給される未臨
界状態の疎水性流体成分を、疎水性流体成分供給路２０に設けられる昇圧ポンプ３２と加
熱器３４によって予め臨界状態として抽出槽１２内に供給して行ってもよい。
【００５３】
　なお、予め抽出槽１２に備えられた温度調整手段３０によって抽出槽１２内の温度を調
整するとともに、抽出槽１２内に未臨界状態の疎水性流体成分を供給して抽出槽１２内を
加圧した後、疎水性流体成分を臨界状態として抽出槽１２内に供給して行うことが好まし
い。
【００５４】
　親水性流体成分供給路１８から供給される親水性流体成分は、抽出槽１２内において親
水性液体となっていれば、その態様は特に限定されるものではなく、液体状態、あるいは
気体（ガス）状態であってもよい。なお、内圧が高められた抽出槽１２内に親水性流体成
分を供給するために、親水性流体成分供給路１８に昇圧ポンプ３６が備えられることが好
ましい。また、抽出槽１２内に収容される疎水性流体成分を臨界状態に維持するために、
抽出槽１２内の温度が所定の温度に調整されている場合には、抽出槽１２内の温度を変動
させないように、所定の温度にまで親水性流体成分を予め加熱して抽出槽１２内に供給す
る加熱器（図示しない）が親水性流体成分供給路１８に備えられることが好ましい。
【００５５】
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　本発明は、被処理物に含まれる標的物質を高圧混合流体中の親水性流体成分の画分と疎
水性流体成分の画分の少なくとも一方に抽出することができればよく、抽出槽１２内への
親水性流体成分の供給と臨界状態の疎水性流体成分の供給方法は特に限定されるものでは
ない。例えば、親水性流体成分と臨界状態の疎水性流体成分とを抽出槽１２内へそれぞれ
同時に供給して行ってもよい。なお、予め一方の流体成分を抽出槽１２内に供給して被処
理物の浸漬液を得た後、ここに他方の流体成分を供給して行うことが好ましい。
【００５６】
　本発明においては、抽出槽１２内に供給された二つの流体成分は、十分に混合・接触さ
れることが好ましい。二つの流体成分を混合・接触させるために、親水性流体成分供給路
１８を抽出槽１２の上方部と接続し、疎水性流体成分供給路２０を抽出槽１２の下方部に
接続すればよい。これにより、二つの流体成分を向流で接触することができる。
【００５７】
　抽出槽１２内において、二つの流体成分の接触面積は大きいことが好ましい。二つの流
体成分の接触面積を大きくするために、例えば、抽出槽１２内に多孔質板３８を設けて、
少なくともいずれか一方の流体成分が多孔質板３８を通過するようにすればよい。これに
より、流体成分を小泡状に分散することができる。
【００５８】
　本発明において、抽出槽１２からの親水性流体成分の画分と疎水性流体成分の画分の分
取は、親水性流体分取路２２を抽出槽１２の下方部に接続し、疎水性流体分取路２４を抽
出槽１２の上方部に接続して構成すればよい。これにより、例えば、抽出槽１２の下方部
に接続された親水性流体分取路２２から先ず親水性流体成分の画分を抜き取り、次いで抽
出槽１２内に残された臨界状態の疎水性流体成分の画分を得ることによって、各画分を分
取することができる。あるいは、抽出槽１２の上方部に接続された疎水性流体分取路２４
から臨界状態の疎水性流体成分の画分を排出し、次いで抽出槽１２の下方部から親水性流
体分取路２２を介して親水性流体成分の画分を抜き取って、各画分を分取することができ
る。
【００５９】
　分取された画分からの標的物質を分離する方法は特に限定されるものではないが、臨界
状態の疎水性流体成分をガス化した後、このガス化した疎水性流体成分と標的物質とを分
離して行う場合には、疎水性流体分取路２４と第二分離器２８との間に圧力調整弁４０及
び加熱器４２が設けられることが好ましい。
【００６０】
　第一分離器２６としては、例えばエバポレーターを挙げることができる。なお、第一分
離器２６において、親水性流体成分の画分に溶解した臨界状態の疎水性流体成分をも併せ
て分離する場合には、親水性流体分取路２２と第一分離器２６との間に圧力調整弁及び加
熱器が設けられることが好ましい（図示しない）。
【００６１】
　以上、図１に従って、本発明の抽出プロセスを説明したが、本発明の標的物質抽出装置
は上述の実施態様に限定されるものではない。
【００６２】
　本発明の標的物質抽出装置１０ａは、第一分離器２６、及び第二分離器２８で分離され
た疎水性流体成分を疎水性流体成分貯留槽１６へ回収して循環使用するための、凝縮器４
４を備えてもよい。
【００６３】
　本発明の標的物質抽出装置１０ａは、抽出槽１２内の親水性流体成分、及び／又は疎水
性流体成分を入れ替えながら、被処理物に含まれる標的物質の各流体層中への抽出と、各
流体層の分取とを行う場合には、供給路１８、２０からの各流体成分の供給量や、分取路
２２、２４からの分取量を制御するために、例えば、親水性流体層の抽出槽１２内の液面
高さを測定する液面計４６（例えば、差圧伝送器等）を設けることが好ましい。
【００６４】



(12) JP 4113230 B2 2008.7.9

10

20

30

40

50

　また、図２に示すように、本発明の標的物質抽出装置１０ｂは、抽出槽１２の下方部か
ら抜き取られた親水性流体成分の画分の少なくとも一部を第一分離器２６に回すことなく
、そのまま抽出槽１２の上方部に再度供給する高圧循環ポンプ４８を備えてもよい。なお
、図２の上記以外の態様は図１と同様であってよく、その説明は省略する。
【００６５】
　また、図３に示すように、本発明の標的物質抽出装置１０ｃは、抽出槽１２の上方部に
接続された高圧混合流体排出路５０と、高圧混合排出路５０から排出された混合高圧流体
を一時的に蓄えて、親水性流体成分の画分と臨界状態の疎水性流体成分の画分とに（すな
わち、親水性流体層と疎水性流体層とに）分離する高圧分離器５２と、高圧分離器５２の
上方部に接続されて、疎水性流体成分の画分を分取する疎水性流体分取路２４とを含んで
構成されてもよい。これにより、抽出槽１２から高圧混合流体が排出されても、疎水性流
体分取路２４に親水性流体成分の画分が流入することを防ぐことができることから、抽出
槽１２内における親水性流体層と疎水性流体層との界面を一定高さに保つ必要がなくなっ
て、抽出槽１２内への被処理物の収容量を多くすることができる。
【００６６】
　また、高圧分離器５２で分離された親水性流体成分の画分に、親水性の標的物質が抽出
されている場合には、高圧分離器５２から親水性流体成分の画分を分取して第一分離器２
６に供給する親水性流体分取手段（図示しない）を備えて、高圧分離器５２中の親水性流
体成分の画分から親水性の標的物質を分離することが好ましい。
【００６７】
　なお、図３の上記以外の態様は図１、あるいは図２と同様であってよく、その説明は省
略する。
【００６８】
　図１から図３で例示する本発明の標的物質抽出装置１０ａ～１０ｃは、親水性流体成分
と疎水性流体成分との組み合わせによって、密度の大きい方の流体成分を抽出槽の上方部
から供給（そして、下方部から排出）し、密度の小さい方の流体成分を抽出槽の下方部か
ら供給（そして、上方部から排出）するように、適宜設計変更を加えて用いることができ
る。
【００６９】
　その他、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲内で、当業者の知識に基づき種々なる改良
、修正、変形を加えた態様で実施することができる。
【実施例】
【００７０】
　以下に、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によっ
て限定されるものではない。
【００７１】
　実験例１（コーヒー生豆に含まれる有用成分のコーヒーオイルに対する比揮発度）
　被処理物としてコーヒー生豆１００ｇを容量３００ｍｌの抽出槽に収容し、ここに親水
性流体成分として所定量（５ｇ、２０ｇ、３０ｇ、４０ｇ、６０ｇ、９０ｇ）の水を加え
、抽出槽内を密閉した後、抽出槽内を６０℃に加温した。次いで、抽出槽内に二酸化炭素
を充填して、抽出槽内を６０℃、３０ＭＰａとなるように調節した。
【００７２】
　次いで、抽出槽内を６０℃、３０ＭＰａに維持した状態で、抽出槽の下方部から超臨界
二酸化炭素を供給（流量約１０ｇ／分）すると共に、抽出槽の上方部から超臨界二酸化炭
素層の画分を排出することによって、抽出槽内に超臨界二酸化炭素を３時間流通させた。
抽出槽から排出された超臨界二酸化炭素層の画分を減圧し、超臨界二酸化炭素をガス化し
て除去して、液状の抽出物を得た。
【００７３】
　得られた液状の抽出物を高速液体クロマトグラフィー（（株）島津製作所製ＯＤＳカラ
ム使用）で分析し、抽出物中に含まれるカフェインとポリフェノール類を定量し、残りの
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液状の抽出物はコーヒーオイルとした。コーヒーオイル量に対するカフェイン量及びポリ
フェノール量を求め、コーヒーオイルに対する比揮発度を求めた。その結果を図４に示す
。
【００７４】
　図４の結果から、コーヒー生豆に対する水の添加量を増加することによって、コーヒー
オイルに対するカフェインの比揮発度が選択的に向上することが分かった。また、コーヒ
ーオイルに対するポリフェノール類の揮発度は、水の添加量が増加してもほぼ一定である
ことが分かった。
【００７５】
　実験例２
　被処理物としてコーヒー生豆１００ｇをバスケットに入れた状態で容積３００ｍｌの抽
出槽に収容し、ここに親水性流体成分として水２００ｇを供給してコーヒー生豆を水に浸
漬し、抽出槽内を密閉した後、抽出槽内を６０℃に加温した。次いで、抽出槽内に二酸化
炭素を供給して加圧し、抽出槽内を６０℃、３０ＭＰａとなるように調節した。
【００７６】
　次いで、抽出槽内を６０℃、３０ＭＰａに維持した状態で、抽出槽の上方部から水を供
給（流量２．５ｇ／分）し、抽出槽の下方部から、抽出槽内に設けられた多孔質板で小泡
状に分散しながら超臨界二酸化炭素を供給（流量１０ｇ／分）すると共に、抽出槽の下方
部から水層の画分を排出し、抽出槽の上方部から超臨界二酸化炭素層の画分を排出して、
水と超臨界二酸化炭素とを抽出槽内に３時間流通させながら、各画分を分取した。
【００７７】
　なお、この場合、水層は約９４．５ｗｔ％の水と約５．５ｗｔ％の超臨界二酸化炭素と
から構成されていた。また、超臨界二酸化炭素層は約０．３ｗｔ％の水と約９９．７ｗｔ
％の超臨界二酸化炭素とから構成されていた。
【００７８】
　得られた水層の画分を減圧・加熱して水を留去し、液状の抽出物を得た。得られた抽出
物を高速液体クロマトグラフィー（（株）島津製作所製ＯＤＳカラム使用）で分析し、抽
出物中に含まれるカフェインとポリフェノール類を定量し、残りの液状の抽出物をコーヒ
ーオイルとした。その結果を表１に示す。
【００７９】
【表１】

【００８０】
　表１の結果から、水層の画分からカフェインを選択的に除去しつつ、コーヒーオイルと
ポリフェノール類を高濃度（高収率）で抽出できることが分かった。
【００８１】
　実験例３
　実験例２において、コーヒー生豆に代えて、粒径分布が５０～２５０μｍの大きさの人
参根１００ｇを抽出槽に収容した以外は実験例２と同様にして、水と超臨界二酸化炭素と
の高圧混合流体で人参根を処理した。
【００８２】
　その後、水層の画分と超臨界二酸化炭素層の画分とを分取し、減圧・加熱して水あるい
は二酸化炭素を除去して、水層の画分中に抽出された液状の抽出物、及び超臨界二酸化炭
素層の画分中に抽出された液状の抽出物を得た。水層の画分由来の抽出物を、高速液体ク
ロマトグラフィー（（株）島津製作所製ＯＤＳカラム使用）で分析し、ジンセノサイドを
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由来の抽出物を、ガスクロマトグラフィー（ジーエルサイエンス（株）製ＤＢ１７０１カ
ラム）で分析し、農薬（プロシミドン、ＢＨＣ）を定量した。その結果を表２に示す。
【００８３】
【表２】

【００８４】
　表２の結果から、水層の画分から農薬を選択的に除去しつつ、サポニン類としてのジン
セノサイドや多糖類を高濃度（高収率）で抽出できることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明は、被処理物からの標的物質の選択的な抽出に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の標的物質抽出装置の第一実施形態の構成を例示する説明図である。
【図２】本発明の標的物質抽出装置の第二実施形態の構成を例示する説明図である。
【図３】本発明の標的物質抽出装置の第三実施形態の構成を例示する説明図である。
【図４】コーヒー生豆に含まれる成分のコーヒーオイルに対する比揮発度を示す図である
。
【符号の説明】
【００８７】
１０ａ、１０ｂ、１０ｃ： 標的物質抽出装置、１２：抽出槽、１４：親水性流体成分貯
留槽、１６：疎水性流体成分貯留槽、１８：親水性流体成分供給路、２０：疎水性流体成
分供給路、２２：親水性流体分取路、２４：疎水性流体分取路、２６：第一分離器、２８
：第二分離器、３８：多孔質板、４４：凝縮器、４８：高圧循環ポンプ、５０：高圧混合
流体排出路、５２：高圧分離器
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